
　国土交通省は、新築住宅について2020年までに省エネ基準への100％適合化を目指しています。

このため、24年度より「施工技術者講習会」、25年度より「設計技術者講習会」を開催している

ところです。改正省エネ基準への適合には、断熱施工技術に加え、意匠設計から設備設計までト

ータルな取り組みが必要であり、この講習会で、断熱の設計ノウハウと基準適合の評価方法等に

ついて習得していただきます。

　省エネ基準も改正されてきており、すでに受講された方もぜひ受講ください。

　また、従来の外皮の『詳細計算法』では対応が難しいと感じる方や、より簡便に結果を求めた

い方などに向け、昨年度４月より『簡易評価法』の運用がスタートしました。

　なお、地域型住宅グリーン化事業においては、各補助対象住宅に関わる事業者で、設計者、

施工管理者、大工技能者の内いずれか一人が住宅省エネルギー講習の修了者（25年度以降の修了

者に限る）が所属している住宅のみが補助対象となっております。

●対　象：設計従事者（大工技能者など現場実務者も可）

●講　師：住宅省エネ化推進体制強化 地域リーダー

●内　容：省エネ基準の概要、外皮性能の計算、一次エネルギー消費量の計算、

　　　　　基準判定方法、建築による省エネ化、設備による省エネ化、断熱設計、

　　　　　断熱リフォーム、省エネルギー基準、計算演習、修了考査、考査問題解説

　　　　　（以上は『詳細計算法』講習の場合）

●ツール：設計技術者テキスト

　　　　　　＊当日は、筆記用具・電卓を持参下さい

●受講料：1,000円 （当日お支払い下さい）　

●修了証発行手数料（当日お支払い下さい）

　　賞状型 1,000円　カード型 2,000円

　　賞状・カード両方希望　3,000円

　　　　　　＊カード型の場合は、申込時に写真が必要です

●申込方法：下記の専用ホームページからお申し込み下さい
     http://www.shoene.org/

■建築関連ＣＰＤ制度

 　　　４単位
主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

●講習日一覧 いずれも　１３：３０～１８：００ （受付１３：００～）

〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47-5Ｆ

（公社）広島県建築士会　内

TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840

http://www.k-hiroshima.or.jp

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局
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施工技術者講習会も
別途開催（６回）します。
こちらも受付中です。
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★印は、『簡易評価法（仕様・簡易計算ルート）講習会』となります

広島県情報プラザ　２Ｆ

（広島市中区千田町3-7-47）

新テキスト
で学ぶ!!


